
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

（
第
九
三
〇
七
号
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 8 号

平成 18 年

1 月31日（火曜日）

告
　
　
示

○
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
七
十
九
号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

個
人
情
報
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
人
事
・
行
革
課
）

一

○
地
方
卸
売
市
場
の
廃
止
の
許
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
業
生
産
流
通
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

公
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
四
件
）
（
経
営
支
援
課
）

二

○
香
川
県
農
業
経
営
基
盤
促
進
基
本
方
針
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
業
経
営
課
）

三

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

四

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
事
業
の
同
意
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

六

○
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
の
監
督
処
分
（
二
件
）

（
土
木
監
理
課
）

七

●
香
川
県
告
示
第
七
十
四
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
七
十
九
号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
二
月
一
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

表
任
期
付
職
員
採
用
選
考
試
験
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

臨
時
職
員
登
録
試
験
　
第
一
次
選
考
の
総
合
得
　
第
一
次
選
考
の
不
合
　
総
務
部
人
事
・
行
革

点
及
び
総
合
順
位
　
　
　
者
に
あ
っ
て
は
第
一
　
課

次
選
考
合
格
者
発
表

の
日
か
ら
一
月
間
、

第
一
次
選
考
の
合
格

者
に
あ
っ
て
は
最
終

合
格
発
表
の
日
か
ら

一
月
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
次
選
考
の
総
合
順
　
最
終
合
格
発
表
の
日

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
一
月
間

●
香
川
県
告
示
第
七
十
五
号

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
卸
売
市
場
の
廃
止

の
許
可
を
し
た
の
で
、
卸
売
市
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
香
川
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
十
二
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者

代
表
者

名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
在
地

職
氏
名

西
讃
生
花
地
方
　
代
表
取
締
　
善
通
寺
市
与
　
西
讃
生
花
地
方
　
　
　
　
　
　
第
三
　
平
成
十
八
年

卸
売
市
場
　
　
　
役
　
　
　
　
北
町
二
五
六
　
卸
売
市
場
　
　
　
花
き
部
　
　
十
九
　
二
月
五
日

北
条
隆
　
　
五
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

●
香
川
県
告
示
第
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年

告

示

廃
止
し
よ
う
と

す
る
地
方
卸
売

市
場
の
名
称

取
扱
品
目

の
部
類

許
可

番
号

廃
止
予
定

年
　
月
　
日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

（
第
九
三
〇
七
号
）

二

二
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
三
木
国
分
寺
線
（
十
二
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

一
四
・
〇
　
　
　
　
　
　

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
六
三

一
四
・
六

一
四
・
八

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
六
三

二
〇
・
八

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

●
香
川
県
公
告
第
四
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
五
百
二
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

坂
出
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
　
坂
出
市
入
船
町
二
丁
目
三
二
〇
番
一
ほ
か

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
坂
出
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
坂
出
市
環
境
経
済
部
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
（
火
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
四
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
五
百
三
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

坂
出
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
　
坂
出
市
入
船
町
二
丁
目
三
二
〇
番
一
ほ
か

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
坂
出
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
坂
出
市
環
境
経
済
部
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
（
火
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
四
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

高
松
市
川
島
東
町
字
郷
二
二
九
番
五
地

先
か
ら

高
松
市
川
島
東
町
字
郷
二
二
〇
番
一
地

先
ま
で

特
定
交
通
安

全
施
設
整
備

事
業
に
よ
る

工
事
用
仮
道

の
設
置

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

（
第
九
三
〇
七
号
）

三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
五
百
四
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

坂
出
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
　
坂
出
市
入
船
町
二
丁
目
三
二
〇
番
一
ほ
か

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
坂
出
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
坂
出
市
環
境
経
済
部
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
（
火
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
四
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
五
百
五
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

シ
ョ
ッ
パ
ー
ズ
モ
ー
ル
屋
島
　
　
高
松
市
屋
島
西
町
二
一
〇
九
番
地
二
〇

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
（
火
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
四
十
九
号

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

別
紙
の
と
お
り
香
川
県
農
業
経
営
基
盤
促
進
基
本
方
針
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

公
表
す
る
。

な
お
、
別
紙
は
省
略
し
、
香
川
県
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
基
本
方
針
は
、
香
川
県
農
政
水
産
部
農
業

経
営
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
一
月
十
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
二
月
九
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　

縦
覧
場
所

三
豊
市
山
本
町
土
地
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

三
豊
市
山
本
支
所
事

改
良
区
　
　
　
　
　
　
榎
谷
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
課
　

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
護
岸
改
修
　
〃

事
業
）
江
谷
池
地
区



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

（
第
九
三
〇
七
号
）

四

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
〃

奥
池
地
区

豊
中
町
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）

三
豊
市
豊
中
支
所
事

屋
敷
内
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
課

香
川
県
三
豊
郡
三
野
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
三
豊
市
三
野
支
所
事

町
土
地
改
良
区
　
　
　
男
谷
池
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
課

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
〃

下
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
〃

古
新
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

〃

大
石
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）

〃

法
上
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

〃

円
道
地
区

●
香
川
県
公
告
第
五
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
一
月
十
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
二
月
九
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

町
　
名
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
覧
場
所

三
豊
市
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
積
地
区
　
　
　
三
豊
市
詫
間
支
所
事

業
課

〃
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
松
崎
西
地
区
　
〃

〃
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）
天
満
地
区
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
五
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
一
月
十
八
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　

立
満
池
土
地
改
良
区
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
坪
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
前
川
原
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
小
三
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
山
下
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
下
口
東
地
区

四
箇
池
土
地
改
良
区
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
石
ヶ
鼻
地
区

高
松
市
鬼
無
町
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
横
ノ
原
地
区

●
香
川
県
公
告
第
五
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
一
月
十
九
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　

香
川
県
内
場
池
土
地
改
良
区
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
多
肥
支
線
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
半
田
地
区



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

（
第
九
三
〇
七
号
）

五

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
横
井
地
区

小
田
奈
良
須
両
池
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
御
厩
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
一
の
井
地
区

●
香
川
県
公
告
第
五
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
満
濃
町
が
土
地
改
良
事
業
（
香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事

業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
茶
園
場
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
一
月
十
一
日
同
意
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
一
月
十
八
日
同
意
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

市
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
松
市
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
荒
北
地
区

さ
ぬ
き
市
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
船
井
頭
地
区

●
香
川
県
公
告
第
五
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
郡
山

本
町
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
八
年
一
月
十
一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊
中
町
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
八
年
一
月
十
一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市

松
山
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
退
任
し
た
役
員

役
員
の
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
川
野
　
　
貢
　
坂
出
市
青
海
町
三
五
一
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
一
二
、
一
九

〃
　
　
　
山
下
　
　
稔
　
〃
　
　
〃
　
　
一
五
二
二
番
地
四
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
三
井
　

晴
　
〃
　
　
大
屋
冨
町
二
四
六
一
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
木
下
　
晴
之
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
〇
五
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小

勉
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
九
七
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
村
田
　
末
廣
　
〃
　
　
高
屋
町
一
五
七
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
中
川
　
一
輝
　
〃
　
　
〃
　
　
五
六
六
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
前
田
　
　
弘
　
〃
　
　
〃
　
　
三
五
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
東
條
　
　
豊
　
〃
　
　
神
谷
町
七
四
七
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
猪
熊
　
孝
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
七
一
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
藤
井
　
義
勝
　
〃
　
　
青
海
町
五
六
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
木
下
　
繁
信
　
〃
　
　
大
屋
冨
町
一
九
二
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
上
乃
　
　
敦
　
〃
　
　
高
屋
町
一
〇
七
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
品
治
　
秀
直
　
坂
出
市
青
海
町
六
六
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
一
二
、
二
〇

〃
　
　
　
冨
木
田
　
功
　
〃
　
　
〃
　
　
一
一
八
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

（
第
九
三
〇
七
号
）

六

〃
　
　
　

橋
　
正
芳
　
〃
　
　
大
屋
冨
町
二
五
四
六
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
北
山
　
忠
男
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
八
三
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
木
下
　
博
文
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
九
二
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
西
山
　
　
修
　
〃
　
　
高
屋
町
一
二
三
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
東
山
　
光

〃
　
　
〃
　
　
一
〇
四
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
松
井
信
由
規
　
〃
　
　
〃
　
　
八
〇
九
、
八
一
〇
番
地
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
東
條
　
　
豊
　
〃
　
　
神
谷
町
七
四
七
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
猪
熊
　
孝
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
七
一
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
綾
野
　
惠
三
　
〃
　
　
青
海
町
九
五
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
香
川
　
孝
司
　
〃
　
　
大
屋
冨
町
一
九
五
四
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
蔦
　
　
正
和
　
〃
　
　
高
屋
町
一
七
〇
六
番
地
甲
一
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
五
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
町

南
部
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
影
山
　
文
雄
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
一
四
五
一
番
地
三
　
　
平
成
一
七
、
一
二
、
一
五

●
香
川
県
公
告
第
六
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県

内
場
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
綱
井
　
建
雄
　
高
松
市
香
西
本
町
四
九
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
一
二
、
二
四

●
香
川
県
公
告
第
六
十
一
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
建
設
業
者
の

監
督
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
そ
の
者
の
建
設

業
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
番
号

１
　
商
号

有
限
会
社
三
好
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
庭
一
三
〇
〇
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名

三
好
　
昌
史

４
　
許
可
番
号

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十
七
）
第
三
一
〇
二
号

三
　
処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
営
業
の
停
止
を
命
ず
る
。

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
設
工
事
に
係
る
も
の

国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公

共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
又
は
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第

十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注
者
で
あ
る
も
の

そ
の
建
設
費
に
つ
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
等
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補

助
金
等
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
交
付
す
る
給
付

金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
（

に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）

２
　
期
間



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

（
第
九
三
〇
七
号
）

七

平
成
十
八
年
二
月
七
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で
の
九
十
日
間

四
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

有
限
会
社
三
好
工
務
店
の
前
代
表
取
締
役
は
、
元
三
木
町
土
地
改
良
課
副
主
幹
に
対
し
、
三
木
町
発

注
工
事
に
つ
い
て
有
利
便
宜
な
取
り
計
ら
い
を
受
け
た
こ
と
に
対
す
る
謝
礼
及
び
今
後
も
同
様
の
取
り

計
ら
い
を
受
け
た
い
趣
旨
の
下
に
、
平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
頃
及
び
平
成
十
五
年
三
月
二
十
五
日

頃
の
二
回
に
渡
り
、
そ
れ
ぞ
れ
現
金
二
十
万
円
、
計
四
十
万
円
の
賄
賂
を
供
与
し
た
こ
と
に
よ
り
、
刑

法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
贈
賄
の
罪
で
、
平
成
十
七
年
三

月
二
十
四
日
、
高
松
地
方
裁
判
所
か
ら
懲
役
十
月
（
執
行
猶
予
三
年
）
の
判
決
を
受
け
、
平
成
十
七
年

十
二
月
七
日
に
そ
の
刑
が
確
定
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
十
二
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
建
設
業
者
の

監
督
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
そ
の
者
の
建
設

業
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
番
号

１
　
商
号

有
限
会
社
開
興

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

丸
亀
市
土
居
町
一
丁
目
三
六
五
番
地
五

３
　
代
表
者
の
氏
名

山
口
　
優
美

４
　
許
可
番
号

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十
六
）
第
六
九
六
〇
号

三
　
処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
（
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、

と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水

道
施
設
工
事
業
に
関
す
る
一
般
建
設
業
の
許
可
）

四
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

有
限
会
社
開
興
は
、
平
成
十
六
年
十
月
六
日
に
平
成
十
六
年
度
の
経
営
事
項
審
査
を
受
け
る
に
際
し
、

同
社
の
技
術
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
事
実
が
な
い
者
を
経
営
規
模
等
評
価
申
請
書
の
技
術
職
員
名

簿
に
技
術
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
旨
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
て
提
出
し
た
と
し
て
、
建
設
業
法
違

反
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
、
高
松
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金
五
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
、

同
月
二
十
七
日
に
そ
の
刑
が
確
定
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。



平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

（
第
九
三
〇
七
号
）

八

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


